


















普
通
救
命
講
習
会
開
催

●
日　

時　

２
月
８
日
（
日
）

　
　
　
　
　

午
後
６
時
〜

●
場　

所　

市
消
防
本
部

●
定　

員　

先
着
15
名

●
内　

容　

心
肺
蘇
生
法
・
Ａ
Ｅ
Ｄ

（
自
動
対
外
式
除
細
動
器
）
の
取

扱
い
・
止
血
法
な
ど

●
受
講
料　

無
料

●
対　

象　

中
学
生
以
上
で
市
内
在

住
ま
た
は
在
勤
し
て
い
る
方

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

市
消
防
署
救
急
救
助
課

　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

２
２
・
０
８
０
０

お
ぼ
え
よ
う
応
急
手
当

情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

情
報
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

広

告

防
災
行
政
無
線
の
放
送
を
聞
き

逃
し
た
と
き
は

専
用
電
話
「
２
２
・
９
９
９
０
」

を
ご
利
用
下
さ
い
。
放
送
内
容

が
電
話
で
確
認
で
き
ま
す
。

●
日　

時　

３
月
７
日
（
土
）

　
　
　
　
　

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

●
場　

所　

市
民
文
化
会
館

　
　
　
　
　
　

小
ホ
ー
ル

※
相
談
内
容

　

金
銭
の
貸
借
、
多
重
債
務
、
相
続
、

土
地
建
物
、
会
社
・
法
人
の
設
立
、

交
通
事
故
な
ど
。

※
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。（
予
約
不
要
）

■
問
い
合
わ
せ　

県
司
法
書
士
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
７
３
・
４
２
２
・
０
５
６
８

司
法
書
士
に
よ
る
巡
回
無

料
法
律
相
談
を
開
催
し
ま
す

～消費生活モニターが調べるお買物情報（1月分）～
※価格はあくまでも集計
　店舗における小売価格
　調査結果であり、基準
　価格ではありません。

●問い合わせ
　商工振興課
　TEL 23･5531

食
料
品

燃
料

品　目

小 麦 粉
鶏　　卵
キャベツ
大　　根
灯　　油
ガソリン

薄力粉　日清　1kg
Ｌサイズ　10個入り

出回りの多い物  1/2カット
青首1本

店頭売・容器別　18リットル
レギュラー　1リットル

規　格  ・  容　量 平均価格（円） 先月比（％）
小売店 スーパー 小売店 スーパー
260
199
80
74

1,306
113

245
241
185
185
-
-

100.0
82.2
80.0
50.3
89.6
89.0

102.9
107.1
141.2
169.7
-
-

御坊市文化協会
御坊まちかどミュージアム

渓 友 会
２月３日(火)～３月２日(月)

紀陽銀行御坊支店　南側ショーウインドウ



●
市
が
発
注
す
る
物
品
を
納
入
希
望

の
業
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
物
品
入

札
参
加
者
登
録
が
必
要
で
す
。

　
（
登
録
さ
れ
て
も
必
ず
入
札
に
参

加
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。）

●
申
請
受
付
期
間

　

３
月
２
日
〜
３
月
13
日
（
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分
、
土
・

日
を
除
く
）

●
登
録
有
効
期
間

　

平
成
21
年
４
月
１
日
〜
平
成
24
年

３
月
31
日
ま
で

※
申
請
資
格
・
提
出
書
類
な
ど
、
く

わ
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

財
政
課
管
財
係

　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

２
３
・
５
５
３
３

〜
平
成
21
年
度　

紀
の
国
森
づ
く
り

基
金
活
用
事
業
〜

　

県
で
は
、
平
成
21
年
度
に
行
う
紀

の
国
森
づ
く
り
基
金
を
活
用
し
た
森

づ
く
り
活
動
を
公
募
し
て
い
ま
す
。

　

紀
の
国
の
森
と
「
あ
そ
ぶ
・
ま
な

ぶ
」「
つ
く
る
・
ま
も
る
」「
い
か

す
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
県
民
の
皆

様
か
ら
、
紀
の
国
の
森
を
守
り
育
て
、

県
民
の
意
識
を
醸
成
す
る
活
動
を
募

集
し
ま
す
。

　

審
査
の
う
え
採
用
さ
れ
た
活
動
に

は
、
紀
の
国
森
づ
く
り
基
金
か
ら
活

動
費
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

●
対　
　

象　

県
内
に
事
務
所
又
は

営
業
所
を
有
す
る
法
人
、
そ
の
他

の
団
体
（
学
校
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
自
治

会
、
職
場
サ
ー
ク
ル
等
）

●
助　
成　
額　

20
万
円
以
上
２
０
０

　

万
円
以
下

●
公
募
期
間　

１
月
５
日
（
月
）
〜

２
月
10
日
（
火
）

■
問
い
合
わ
せ

　

日
高
振
興
局
林
務
課

　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

２
４
・
２
９
１
２

　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

２
４
・
２
９
１
３

情報ステーション情報情報ステーション

応
援
し
ま
す
！

地
域
の
森
づ
く
り

●
日　
　

時　

２
月
15
日
（
日
）

　
　
　
　
　
　

午
後
１
時
〜
３
時

●
場　
　

所　

歴
史
民
俗
資
料
館

　

研
修
室

●
募
集
対
象　

小
学
生
以
上
の
方

　
（
但
し
、
小
学
生
は
保
護
者
の
付

き
添
い
が
必
要
）

●
募
集
人
数　

15
名
（
先
着
順
）

●
募
集
期
間　

２
月
１
日
（
日
）
〜

２
月
10
日
（
火
）

●
参　
加　
費　

無
料

※
申
込
方
法
は
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ッ

ク
ス
で
（
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・

連
絡
先
を
明
記
）

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
ス
サ
ノ
ヲ
御
坊
市
歴
史
民

俗
資
料
館

　

御
坊
市
塩
屋
町
南
塩
屋
１
１
２
３

（
御
坊
総
合
運
動
公
園
内
）

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
＆
Ｆ
Ａ
Ｘ
２
３
・
２
０
１
１

　
（
開
館
日　

火･

木･

土･

日
曜
日
）

体
験
教
室

竹
籠
を
作
っ
て
み
よ
う

市
の
物
品
入
札

参
加
者
登
録

登　録　営　業　種　目
一般印刷物作成 冊子・チラシ・伝票他
スチール・木製品販売 机・椅子・ロッカー他

事務機器販売 パソコン・プリンター・
コピー機・デジタルカメラ他

文具類販売 コピー用紙・ファイル・ボールペン他
電気製品販売 テレビ・ビデオ・冷蔵庫・掃除機他
空調機器販売 エアコン他
自動車販売 軽自動車・普通車等
二輪車販売 単車・自転車
自動車車検 自動車車検
車両リース 自動車リース
石油製品 ガソリン・灯油・軽油・Ａ重油
プロパンガス プロパンガス
清　掃 床ワックス清掃・ガラス清掃他
飲料水貯水槽清掃 貯水槽清掃
浄化槽保守点検 浄化槽保守点検
警　備 庁舎警備・駐車場警備他
指定ごみ収集袋製造 指定ごみ収集袋



情報ステーション情報情報ステーション

広

告

税務署の確定申告相談会
所得税・贈与税の申告と納税は、３月16日まで

確定申告期間中の税務署は、大変混雑します。

申告書は、ご自分で作成の上、お早めに提出してください。

■問い合わせ

御坊税務署 TEL22‒0695
◎公的年金受給者・サラリーマンの方の申告相談会

会　　場 日　　程 受 付 時 間 相　　談　　対　　象　　者

御坊市役所
５階会議室

２月６日㈮
２月９日㈪
２月10日㈫

９:30～11:30

13:00～15:00

＊年金受給者の方
＊住宅借入金（取得）等特別控除を受けられ
る方
＊給与所得の還付申告の方（中途退職等）

◎税理士による無料申告相談会

会　　場 日　　程 受 付 時 間 相　　談　　対　　象　　者

御坊市役所
４階
東会議室

３月３日㈫
３月４日㈬
３月５日㈭

９:30～11:30

13:00～15:00

＊事業所得者
　（主に小規模事業者）

＊贈与税に関するアドバイスは行っておりません。
＊会場の開設時間は、９：30～16：00です。なお、各会場とも12：00～13：00は、職員等
によるアドバイスは 行っておりませんのでご了承ください。

※当日ご持参いただくもの
　①平成20年分の確定申告関係諸用紙　　　　②所得の計算に必要な書類
　③生命（損害・地震）保険料などの証明書　④国民年金保険料などの社会保険料証明書
　⑤給与（年金）などの源泉徴収票　　　　　⑥前年（平成19年）分の確定申告書の控え
　⑦計算機・筆記用具及び印鑑　　　　　　　⑧その他確定申告書の作成に必要な書類



情報ステーション情報情報ステーション

e－Taxを利用して申告する場合は、住民基本台帳カード
及び公的個人認証サービスの取得が必要になります。

※住民基本台帳カードの取得は、3週間程度の日数を要しますので余裕をもっ
てお早めに申請してください。

e－Taxを利用して所得税の申告をすると…
★最高で5,000円の税額控除を受けることができます。
　平成19年分又は平成20年分のいずれか1回、所得税の確定申告書の提出を、本人の電子署名及
び電子証明書を付して、期間内（下記注）に、e－Taxを利用して行う場合、所得税額から5,000円（そ
の年分の所得税額を限度）の控除を受けることができます。
（注）平成20年分は、平成21年1月5日から3月16日

★医療費の領収書や源泉徴収票等の提出又は提示を省略できます。
　医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等の一定の書類は、e－Taxを利用して書類の記載内容を
入力して送信することにより、その書類の提出又は提示を省略することができます（平成19年分以
降のものに限ります）。
　なお、書類の内容確認のため、確定申告期限から3年間、提出又は提示を求めることがあります。

★e－Taxで申告された還付申告は早期処理しています（3週間程度に短縮）。

①ＨＰからカンタン申告
②最高５,０００円の税額控除！！
③添付書類の提出不要
④還付金がスピーディー

さらに便利に使いやすく
国税電子申告・納税システム



　平成２０年１２月定例会を１２月５日から１７日までの１３日間の会期で開きました。
　９日の一般質問では５人の議員が登壇し、市長並びに執行部に対し諸政策についての方針や見解を質問し
ました。
　最終日には、市長から提出された ｢御坊市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例｣ など
の議案１０件が可決されたほか、継続審査となっていた決算認定の件の２件が認定されました。
　また、議員提出議案として「新行財政改革推進プランの再検討を求める意見書」が提出され、全会一致で
可決されました。

■一般質問 質問者及び質問内容
順番 質 問 者 質問月日 質　　問　　内　　容

１ 村上宗隆 H20.12.9 ① 御坊市スタンプ事業協同組合からの提言について

２ 楠本文郎 〃

① 国政の混迷のもと、地方自治体は市民の目線で行政運営を行うべきだ
　 が市長の見解と姿勢を問う
② 後期高齢者医療制度、介護保険制度の見直しについて
③ 無保険の子をなくす問題
④ 保育料値上げ問題　市長の趣旨するところ

３ 山本直治 〃 ① 経済対策について

４ 橋本武人 〃

① 労働安全衛生について
② 洪水ハザードマップと雨水対策について
③ クヌッセンへの顕彰について
④ 雇用問題について

５ 森上忠信 〃 ① 携帯電話と学力

■議決結果

議案番号 事　　　　　　件　　　　　　名 議決結果

第61号議案 平成19年度御坊市水道事業会計決算認定の件 認　　定

第62号議案 平成19年度御坊市各会計（水道事業会計を除く）歳入歳出決算認定の件 認　　定

第64号議案 御坊市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 原案可決

第65号議案
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する
法律の施行に伴う御坊市固定資産税の特別措置に関する条例

原案可決

第66号議案 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 原案可決

第67号議案 平成20年度御坊市一般会計補正予算（第3号） 原案可決

第68号議案 平成20年度御坊市介護保険特別会計補正予算（第2号） 原案可決

第69号議案 平成20年度御坊市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号） 原案可決

第70号議案 和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合の設立について 可　　決

第71号議案 御坊広域行政事務組合規約の変更について 可　　決

第72号議案 和歌山県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 可　　決

第73号議案 御坊市民文化会館指定管理者の指定について 可　　決

議員提出議案第9号 「新行財政改革推進プラン」の再検討を求める意見書 原案可決

請願第2・3・6
7・8・9･10号

御坊市に使用済み核燃料中間貯蔵施設を誘致しないことを求める請願書
※同趣旨請願ほか 6件 継続審査









問い合わせ
　健康福祉課
　　TEL 23-5645

日　時　３月11日（水）午後１時30分～３時
場　所　市民文化会館　小ホール
定　員　200名程度

２月５日（木）
10：00～12：00

御坊商工会館
13：00～16：00

２月14日（土）
  9：30～12：00

ロマンシティ
13：00～16：00

２月17日（火）
  9：30～12：00 御坊保健所
13：30～16：00 日高振興局

スローガン 「自分流 楽しく続ける 健康づくり」
　平成20年度４月から開始された「特定健診」はメタボリックシ
ンドロームに着目して、自覚症状がない段階から、生活習慣の改善
を行うことを目的としています。
　メタボリックシンドロームの状態をそのままにしておくと、動脈
硬化が進行し、心臓病・脳卒中などを引き起こします。
　積極的に特定健診を受けて、健康づくりにいかしていきましょう

　人生には、悩みの雲がつきものです。しかし、よく見る
と雲の間から太陽の光がすーっとさしこんでくることあり
ます。挫折が転じて、深い味のある人生へとかわります。
そのためには、自分を知るということが大切なのです。






